
評議員の任期に関する運用内規

制定 平成１３年１０月２４日

定款第３８条に規定する評議員の任期は，評議員の選

任にかかる理事会終了の時に始まり，任期満了に伴う

次期評議員の選任にかかる理事会終了の時に終わる。

ただし，第１３期評議員の任期は，第１２期評議員の任期

満了の翌日からとする。

附 則

１．この内規は，制定の日（平成１３年１０月２４日）か

ら施行する。
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